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指定管理者制度と運営権等の重畳利用を含む運営スキーム
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1.指定管理者制度と公共施設等運営権制度

➢ 「スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン」等から、指定管理者制度と運営権制度を比較。

指定管理者制度に加え、公共施設等運営権制度を重畳利用することで、民間の運営者に対し、

より幅広い裁量を与えることが可能となる。

比較項目 指定管理者制度 公共施設等運営権制度

根拠法

（特性）
地方自治法（行政事務の代替） PFI法（公共施設等の整備・運営）

官民の関係性 基本協定・実施協定による協定関係 実施契約による契約関係

対象
公の施設※2

（利用料金の徴収有無は問わない）

利用料金の徴収を行う公共施設等

（公の施設以外も可）

期間
原則5年程度としている自治体が多く※1

短期間のため民間は投資回収を行いにくい

20年以上の長期契約が一般的であり
民間は長期運営を前提に投資回収を見込みやすい

建物の改築・更新 指定管理者の業務範囲に含まれないことが一般的 運営権者の業務範囲として実施可能

利用料金

（変更に係る取扱い）

指定管理者の収入として収受可能

（料金変更には首長の承認が必要）

運営権者の収入として収受可能

（届け出により運営権者が柔軟に料金変更が可能）

公の施設の使用許可 指定管理者は第三者に使用許可を与えることが可能
運営権者は第三者に使用許可を与えることが不可

（指定管理者制度を併用することで使用許可可能）

行政財産の利活用
設置目的範囲外で施設を利活用する場合、

指定管理者は目的外使用許可等を受ける必要あり

左記の目的外使用許可等に加え

PFI法に基づく私権の設定により利活用が可能

抵当権の設定 抵当権の設定対象となる物権なし
運営権に対して抵当権を設定することが可能なため

民間はそれを融資担保にすることができる

公共側事由による取消に

対する補償

公共の事由によって指定管理者の指定を取消す場合民間

に発生する損失を公共が補償する必要なし

公共の事由によって運営権を取消す場合

民間に発生する損失を公共が補償する必要あり※3

※1 公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果（総務省/令和4年3月29日公表）では、指定期間「5年未満」が92.4%、「5年超」が7.6%。
※2 「公の施設」とは、地方自治法上で「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」とされている

※3 PFI法第30条1項に公共施設等運営権者に対する補償が規定されている
※ 「スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン」内閣府民間資金等活用事業推進室/スポーツ庁参事官（地域振興担当）/スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）を参考に作成
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民間ノウハウを活用した公共サービスの

拡充や賑わい創出への寄与

• 民間ノウハウを活かした施設運営により、利用者への付加価値提供や施設稼働率の向上等が見込

まれ、それにより市民等に対する公共サービスの拡充や周辺地域を含んだ賑わい創出等に寄与するこ

とが期待される

• 特に本事業は、市民利用に加え、プロスポーツ大会や大型イベントなど多目的な利活用が予定され

る施設であることから、ノウハウを有する民間事業者に裁量を与えた運営を実現することが効果的で

あると考えらえる

幅広い裁量を与えた民間運営による

公の施設の価値の向上に対する効果

• 運営者に長期的且つ幅広い裁量を与えた運営を委ねることで、公共施設の付加価値向上に資する

更新・投資及びその投資回収を運営者が実施しやすくなる

• 特に本事業は、運営に関する市の金銭的負担を想定しない民間独立採算による施設運営を前提

としているため、維持管理・運営から更新・投資まで一括して民間事業者に委ねることが効果的であ

ると考えられる

充実したモニタリング体制による

公共サービス水準の確保

• 運営権に抵当権を設定するなどして、運営者が自ら金融機関等から資金調達を行う場合、債権者

の立場としても事業運営をモニタリングすることになる。運営者のセルフモニタリングや発注者である公

共側のモニタリングに加え、民間企業目線でのモニタリング機能が働くことで、より一層適正且つ確

実な公共サービス水準を確保することが期待される

PFI法を根拠とした手続き

• 民間独立採算による施設運営を実現するには、運営者に対し一定程度の裁量を与える必要がある

が、PFI事業（運営権設定）とすることでPFI法を根拠に運営者への幅広い裁量を与えることが可能

になると考えられる
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2.運営権重畳利用における公共側の主なメリット（審議項目）

➢ 「スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン」等から、運営権を設定することによる公共側の

主なメリットとして、「民間ノウハウを活用した公共サービスの拡充や賑わい創出への寄与」、「幅広い裁量を

与えた民間運営による公の施設の価値の向上に対する効果」、「充実したモニタリング体制による公共

サービス水準の確保」、「PFI法を根拠とした手続き」が挙げられる。



市民利用等への配慮

• 運営権を設定することで、運営権者が届け出のみで柔軟な料金変更が可能となる

• 一方で、利用料金設定に係る市のガバナンスが効きづらくなるため、市民利用等に配慮した利用料

金の設定範囲等について、計画主体と協議の上、設置管理条例及び実施方針条例に定めるなど

留意が必要である

事業期間に渡るモニタリングの実施

• 通常の指定期間（3～5年程度）であれば、一定期間が経過するごとに市が指定管理者を見直す

機会が設けられ、他事業者等に参入機会を与えることで競争環境が作り出される

• 長期間の指定期間を設定する場合、前述の見直し機会が事業期間中に設けられないため、事業期

間に渡たる適切なモニタリングの実施に留意が必要である

民間による追加投資の取扱い

• 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドラインでは、運営権者が施設の運営

等のために必要な増改築は可能であり、その範囲については管理者等が個別に判断すべき事項とさ

れている

• 事業者による追加投資部分の取扱いについては、事業終了時の官民責任区分も見据えて、計画

主体と協議の上、検討が必要である

運営権対価の算出

• 昨年度までに計画主体側で作成された事業計画、収支計画を踏まえると、長期に渡る民間独立採

算を実現するため、民間負担を減らす目的で運営権対価を徴収しないとする考え方の一方で、運営

権者が超過利潤を得る場合における公共への還元方法として運営権対価を求める考え方もあるた

め、運営権対価の算出については計画主体の収支計画等を踏まえ、検討する必要がある

運営権の随意設定に関する説明
• 本事業では、計画主体に対して競争性のない随意契約を締結することになるため、特定の事業者に

対して運営権を随意設定することに対して、一定の説明が必要になる
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3.運営権重畳利用における主な留意事項（審議項目）

➢ 「スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン」等から、運営権を設定するにあたって、留意すべき

主な事項として、「市民利用等への配慮」、「事業期間に渡るモニタリングの実施」、「民間による追加投資の

取扱い」、「運営権対価の算出」、「運営権の随意設定に関する説明」が挙げられる。
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4.運営権重畳利用の論点_⑴指定管理者の指定期間

➢ 安城市では３～５年を指定管理者の指定期間としている。本事業は「安城市指定管理者制度運用

マニュアル」の対象外だが、指定管理者の指定に当たっては公平性・透明性が求められている。

本事業では指定管理者の指定が前提となっているが、運営権を設定しPFI事業にすることで、PFI法第13条「指
定管理者の指定にあたっての配慮等」を根拠に、指定管理者に対する長期間の指定期間設定を説明できる

ため、本事業においても有用と考えられる。

出所：安城市指定管理者制度導入施設一覧（令和6年4月1日時点）

• 安城市では44施設に対し指定管理者制度を導入しており、導入施
設の全てにおいて指定期間は5年間と設定している

• 「安城市指定管理者制度運用マニュアル」では、指定管理者の指定
期間について、指定管理者制度導入時は3年以内の期間、2回目以
降は5年以内の期間を標準としている

• ただし、「特別の事業がある施設（特定の者を指定管理者とすること

を条件に寄付される予定の施設等）を除く全ての公の施設を対象」と
されており、本事業は当該マニュアルの適用外となっている

◆安城市指定管理者制度運用マニュアル（抜粋）

⚫ 市指定管理者制度運用マニュアルにおける指定期間に係る規定 ⚫ 安城市における指定管理者の指定状況

出所：安城市指定管理者制度運用マニュアル（2024年4月）

～（中略）～

出所：民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

◆民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（抜粋）
（指定管理者の指定に当たっての配慮等）
第十三条 地方公共団体は、この法律に基づき整備される公共施設等の管理に
ついて、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三
項の規定を適用する場合においては、同条第四項から第六項までに規定する事
項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするととも
に、同条第十一項の規定に該当する場合における選定事業の取扱いについて、
あらかじめ明らかにするよう努めるものとする。

⚫ PFI法による指定管理者の指定に当たっての配慮等

• PFI法第13条においては、PFI事業期間にわたる指定管理者の指定な
など、指定管理者の指定に当たっての配慮等を求めている

◆地方自治法（抜粋）

出所：地方自治法



◆愛知県指定管理者制度ガイドライン（抜粋）

4.運営権重畳利用の論点_⑴指定管理者の指定期間【参考事例】

➢ PFI法第13条「指定管理者の指定に当たっての配慮等」を受け、PFI事業とした場合の指定管理者の指定期間
について、個別に適切な期間を設定することを、自治体のガイドライン等で定めている事例が確認できる。

愛知県「愛知県指定管理者制度ガイドライン」

出所：愛知県「愛知県指定管理者制度ガイドライン 」

沖縄県「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」

出所：沖縄県「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」

• 「愛知県指定管理者制度ガイドライン」では、指定管理者の指定期
間を原則5年としているが、PFIなどの管理形態である場合は、別に適
当な期間を設定するものとしている

◆沖縄県「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」（抜粋）

• 沖縄県「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」では、指定
管理者の指定期間は3年又は5年を基準としているが、PFI事業等でそ
の事業の選定事業者等を指定管理者として指定する場合等におい
ては、個々の事情を考慮し適切な期間を設定することとされている
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4.運営権重畳利用の論点_⑵運営者による改築・更新の取扱い

➢ 基本協定書で、「運営会社は拠点の維持管理に要する一切の費用及び大規模修繕費を負担するもの」と

されている。

本市では改築・更新は指定管理者の業務範囲に含まれないことが一般的であるが、運営権を重畳利用する

ことで、運営権者の業務範囲として施設の改築・更新が可能となるため、改築・更新等含め民間負担が前提

となる本事業においても有用と考えられる。

• 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン
（内閣府、令和5年6月2日改正）では、運営権者が施設の運営等
のために必要な増改築は可能であり、その範囲については管理者等
が個別に判断すべき事項とされている

• 「安城市指定管理者制度運用マニュアル」では、改築・更新に係る規

定はないが、市ではこれまで 管理上の瑕疵によるものは指定管理者、
資本的支出によるものは市の負担として運用されている

• なお、「愛知県指定管理者制度ガイドライン」では、通常の維持管理

又は毀損したものの原状回復に要する経費、指定管理者の運営上

の事由による更新は指定管理者の負担、資産価値を高め又は耐久

性を増すために要する経費、経年劣化による更新は県の負担とされて
いる

⚫ 安城市における改築・更新の取扱い ⚫ 運営権者による増改築の可否

◆愛知県指定管理者制度ガイドライン（抜粋）

出所：愛知県指定管理者制度ガイドライン（2024年3月） 出所：公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン

（令和5年6月2日改正）

◆公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン

（抜粋）
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4.運営権重畳利用の論点_⑵運営者による改築・更新の取扱い【参考事例】

➢ 指定管理者制度と運営権を重畳利用しているIGアリーナや沖縄県大型MICE施設では、
運営権者による追加投資が可能であることを事業契約で定めている。

愛知県新体育館整備・運営等事業特定事業契約書（案）

出所：愛知県「愛知県新体育館整備・運営等事業特定事業契約書（案） 」

沖縄県マリンタウン国際会議・大型展示場整備運営等事業

事業契約書（案）

出所：沖縄県「沖縄県マリンタウン国際会議・大型展示場整備運営等事業事業契約書（案）」
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4.運営権重畳利用の論点_⑶利用料金の取扱い

➢ 計画主体は、市民利用に配慮した料金設定を前提に、営利・興行利用等に関しては料金設定の裁量を

運営者に与えることを求めている。

本市では施設の設置管理条例で施設利用の基本料金と係数で利用料金を設定しているが、運営権を重畳

利用することで、運営者による柔軟な利用料金設定が可能となるため、本事業においても有用と考えられる。

• 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

では、公共施設等の利用料金を実施方針に従い、運営権者が公共
施設等の管理者等に届け出をし定めることとされている

• 公の施設で指定管理者と運営権を重畳利用する場合でも、地方自
治法の定めによる利用料金の設定に係る承認は不要とされている

• 地方自治法では、公の施設の利用料金を条例の定める範囲内で指

定管理者が定め、指定管理者の収入として収受させることが可能とさ
れている

• ただし、指定管理者が利用料金を設定する際には、事前に地方公共
団体の承認を受ける必要があるとされている

⚫ 地方自治法における利用料金の規定 ⚫ 運営権者による利用料金の設定

◆地方自治法（抜粋）

出所：地方自治法 出所：民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

◆民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（抜粋）

～（中略）～
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4.運営権重畳利用の論点_⑶利用料金の取扱い【参考事例】

➢ 指定管理者制度と運営権を重畳利用している等々力緑地や沖縄県大型MICE施設では、
適正な利用料金の額を、運営権者が定めることと実施方針条例で規定している

川崎市等々力緑地の球技場等の公共施設等運営権に係る

実施方針に関する条例

出所：川崎市「川崎市等々力緑地の球技場等の公共施設等運営権に係る実施方針

に関する条例」

沖縄県マリンタウン国際会議・大型展示場の公共施設等運営権に

係る実施方針に関する条例

出所：沖縄県「沖縄県マリンタウン国際会議・大型展示場の公共施設等運営権に係る

実施方針に関する条例」
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4.運営権重畳利用の論点_⑷公の施設における第三者への使用許可

➢ 公の施設において、運営者が第三者への使用許可を行うには、指定管理者の指定が必須（運営権設定のみ

では不可）となる。

本事業では指定管理者の指定が前提となっているため、運営者は指定管理者として第三者に対し使用許可を

行うことが可能である

• 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドラインで

は、運営権者が公の施設を第三者に利用させるためには、指定管理
者制度併用による使用許可、又はPFI法等による私権設定を活用し
た転貸などが具体的な方法として示されている

• 地方自治法及び通知より、条例の定めるところにより指定管理者に
公の施設の使用許可を含む管理を行わせることができるとされている

• 一方で、使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定、行政財産

の目的外使用許可など法令によって地方公共団体の長のみが行うこ
とができる権限は指定管理者に行わせることができない

⚫ 指定管理者の使用許可に関する規定 ⚫ 運営権者の使用許可に関する取扱い

◆地方自治法（抜粋）

出所：地方自治法

出所：公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン

（令和5年6月2日改正）

◆公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン

（抜粋）

～（中略）～

◆地方自治法の一部を改正する法律の公布について（抜粋）

出所：地方自治法の一部を改正する法律の公布について（通知） H15年7月総務省

～（中略）～
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4.運営権重畳利用の論点_⑸行政財産の利活用に関する取扱い

➢ 計画主体は、市民利用へ配慮することを前提に、運営者に対して施設利活用に関する幅広い裁量を与える

ことを求めている。PFI事業（運営権の重畳利用）とすることで、通常の指定管理で行われる市から運営者へ
の目的外使用許可に加え、運営者への施設の貸付など私権設定が可能となるため、本事業においても有用と

考えられる。

➢ 計画主体は、市民利用に配慮した料金設定を前提に、営利・興行利用等に関しては料金設定の裁量を運営

者に与えることを求めている。運営権を重畳利用することで、運営者による柔軟な利用料金設定が可能となる

ため、本事業においても有用と考えられる。

• 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

では、地方公共団体が必要と認める場合、地方自治法上の規定

（左記）に関わらず、選定事業の用に供するため、行政財産を選定
事業者に貸し付けることができるとされている

• 地方自治法では、行政財産は原則として、私権を設定することができ
ないとされている

• ただし、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用
を許可（目的外使用許可）することができるとされている

⚫ 行政財産の目的外使用許可の規定 ⚫ PFIに基づく私権の設定

◆地方自治法（抜粋）

出所：地方自治法 出所：民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

◆民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（抜粋）

～（中略）～

～（中略）～
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4.運営権重畳利用の論点_⑸行政財産の利活用に関する取扱い【参考事例】

➢ 指定管理者制度と運営権を重畳利用しているIGアリーナや沖縄県大型MICE施設では、
施設の一部を事業者に貸し付けることが可能であることを事業契約で定めている。

愛知県新体育館整備・運営等事業特定事業契約書（案）

出所：愛知県「愛知県新体育館整備・運営等事業特定事業契約書（案） 」

沖縄県マリンタウン国際会議・大型展示場整備運営等事業

事業契約書（案）

出所：沖縄県「沖縄県マリンタウン国際会議・大型展示場整備運営等事業事業契約書（案）」
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4.運営権重畳利用の論点_⑹運営権に係る抵当権、減価償却の取扱い

➢ 運営権を重畳利用することで、運営権を担保に運営者による資金調達が可能となるため、民間独立採算を

前提とする本事業においても有用と考えられる。

➢ なお、運営権は減価償却資産（無形固定資産）に該当するため、資産保有の是非は、計画主体側にて

確認が必要である。

• 国税庁質疑応答事例では、公共施設等運営権は減価償却資産

（無形固定資産）に該当し、運営権の存続期間にわたり、定額法
によって償却することとされている

• 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドラインで

は、運営権を財産権と認め、その譲渡や抵当権の設定等が可能とさ
れている

⚫ 運営権に係る抵当権の設定 ⚫ 運営権に係る税務上の取扱い

出所：公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン 出所：国税庁質疑応答事例

～（中略）～

◆国税庁質疑応答事例（抜粋）◆民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（抜粋）

【照会要旨】

【回答要旨】
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4.運営権重畳利用の論点_⑺公共側事由による取消に対する補償

➢ PFI法第30条において、公共側事由により運営権を取消す場合、運営権者の損失を公共側が補償する必要が
あると規定されている。

運営権を重畳利用することで、運営者は運営に係る権利取消しによる損失リスクを低減することができるため、

公共施設の付加価値向上に資する追加投資等を実施しやすくなる。

• 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

では、公共側事由によって運営権を取消す場合、運営権者に通常生
ずべき損失を公共側は補償しなければならいと規定されている

• 地方自治法では、指定管理者による管理継続が適当でないと認める

場合等に地方公共団体は指定の取消し等が可能とされているが、公

共側事由によって指定管理者の指定を取消す場合の民間に発生す
る損失補償等の規定はされていない

⚫ 指定管理者指定の取消し ⚫ 運営権者に対する補償

出所：地方自治法 出所：民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

～（中略）～

◆民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（抜粋）

◆地方自治法（抜粋）

～（以降略）～
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4.運営権重畳利用の論点_⑺公共側事由による取消に対する補償【参考事例】

➢ 指定管理者制度と運営権を重畳利用しているIGアリーナでは、公共側事由の契約解除に伴い、
事業者側に生じる損失については、事業者から公共に対し、補償を求められることを事業契約で定めている。

出所：愛知県「愛知県新体育館整備・運営等事業特定事業契約の主な内容 」

愛知県新体育館整備・運営等事業特定事業契約の主な内容



項目 主な論点

①指定管理者の指定期間

• 安城市では３～５年を指定管理者の指定期間としている。本事業は「安城市指定管理者制度運用マニュアル」の対象外だ

が、指定管理者の指定に当たっては公平性・透明性が求められている。本事業は公の施設として寄附が予定されるため指定

管理者制度の適用が前提となるが、運営権を設定しPFI事業にすることで、PFI法第13条「指定管理者の指定にあたっての配

慮等」を根拠に、指定管理者に対する長期間の指定期間設定を説明できるため、本事業においても有用と考えられる。

②運営者による改築・更新

• 基本協定書で、「運営会社は拠点の維持管理に要する一切の費用及び大規模修繕費を負担するもの」とされている。本市

では改築・更新は指定管理者の業務範囲に含まれないことが一般的であるが、運営権を重畳利用することで、運営権者の

業務範囲として施設の改築・更新が可能となるため、改築・更新等含め民間負担が前提となる本事業においても有用と考え

られる。

③利用料金の取扱い

• 計画主体は、市民利用に配慮した料金設定を前提に、営利・興行利用等に関しては料金設定の裁量を運営者に与えること

を求めている。本市では施設の設置管理条例で施設利用の基本料金と係数で利用料金を設定しているが、運営権を重畳

利用することで、運営者による柔軟な利用料金設定が可能となるため、本事業においても有用と考えられる。

④公の施設における

第三者への使用許可

• 公の施設において、運営者が第三者への使用許可を行うには、指定管理者の指定が必須（運営権設定のみでは不可）と

なる。本事業では指定管理者の指定が前提となっているため、運営者は指定管理者として第三者に対し使用許可を行うこと

が可能である。

⑤行政財産の利活用に

関する取扱い

• 計画主体は、市民利用へ配慮することを前提に、運営者に対して施設利活用に関する幅広い裁量を与えることを求めている。

PFI事業（運営権の重畳利用）とすることで、通常の指定管理で行われる市から運営者への目的外使用許可に加え、運営

者への施設の貸付など私権設定が可能となるため、本事業においても有用と考えられる。

⑥運営権に係る抵当権、

減価償却の取扱い

• 運営権を重畳利用することで、運営権を担保に運営者による資金調達が可能となるため、民間独立採算を前提とする本事

業においても有用と考えられる。なお、運営権は減価償却資産（無形固定資産）に該当するため、資産保有の是非は、計

画主体側にて確認が必要である

⑦公共側事由による

取消に対する補償

• PFI法第30条において、公共側事由により運営権を取消す場合、運営権者の損失を公共側が補償する必要があると規定さ

れている。運営権を重畳利用することで、運営者は運営に係る権利取消しによる損失リスクを低減することができるため、公共

施設の付加価値向上に資する追加投資等を実施しやすくなる18

4.運営権重畳利用の論点_サマリ

➢ 民間に幅広い裁量を与える前提の本事業では、特に指定管理者の指定管理期間、運営者による改築・更新、

利用料金の取扱い、行政財産の利活用に関する取扱いにおいて、運営権の重畳利用が有用と考えられる。


